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小・中学校における学校給食の無償化を求める意見書

学校給食は、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、児童生徒の健康

の増進、体位の向上を図ることに加え、食に関する指導を効果的に進めるための教材とし

て、給食の時間はもとより各教科や総合的な学習の時間、特別活動等において活用するこ

とができるものとして、重要な役割を果たしています。

多くの場合、学校給食費は保護者負担となっており、保護者が負担する年間の平均給食

費は、文部科学省の調査によると、令和５年５月現在では、公立小学校で約５万２，００

０円、公立中学校で約５万９，０００円であり、昨今の物価高騰の影響も受け負担は増加

しています。

また、一部の地方公共団体では無償化が進んでいるものの、地域による格差は残された

ままです。

よって、国におかれましては、小・中学校における学校給食の無償化を図るため、下記

の事項について所要の措置を講ずるよう強く要望いたします。

記

１ 全ての子供が安心して安全な給食を食べられる環境を実現するために、国による一律

の支援を通じて、全国の小・中学校における学校給食を無償化すること。

２ 給食未実施の地方公共団体、小・中学校においても、全ての子供の食の安心を確保す

るという観点から、取り得る施策の在り方について速やかに検討をすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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